
(1) 工場、店舗等の新増設助成金 

  

補助事業等名称 工場、店舗等の新増設助成金  

補助事業等の対象と

なる要件 

・推進企業を対象とする。 

・工場、店舗等の新設又は増設に係る固定資産税課税標準額が3,000,000円

以上のものであること。 

補助事業等の対象と

なる経費 

工場、店舗等の新設又は増設に係る固定資産税の納付額 

補助金等の金額 工場、店舗等の新設又は増設に係る固定資産税の納付額以内の額 

その他の事項 1 適用期間は新増設部分に係る固定資産税が最初に賦課された年度から3年

間 

2 その他この別表及び別に定める事項3以外のことについては、養父市企業

等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の新

増設助成金」に関する事項を準用することとする。 

3 この補助事業等の前にすでに養父市企業等振興奨励に関する条例及び関

連規則等で定められた「工場、店舗等の新増設助成金」の適用を受けた事

業は対象外とする。 

 

〇工場、店舗等の新増設助成金(書類関係)※別に定める事項3 

関係条項 内容 

第4条（交付申請） （添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店

舗等の新増設助成金」の申請に準ずる関連書類 

第8条（変更、中止又

は廃止） 

（添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店

舗等の新増設助成金」の変更申請に準ずる関連書類 

（指定期日） 

変更が生じた日から10日以内 

第9条（交付決定額の

変更） 

（添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店

舗等の新増設助成金」の変更申請に準ずる関連書類 

（指定期日） 

変更が生じた日から10日以内 

第11条（実績報告） （添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店

舗等の新増設助成金」の事業完了に準ずる関連書類 

（指定期日） 

事業完了後速やかに提出するものとする。 

第14条（請求） （添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店

舗等の新増設助成金」の請求に準ずる関連書類 

 

 

 



(2)工場、店舗等の用地取得助成金 

 

補助事業等名称 工場、店舗等の用地取得助成金  

補助事業等の対象と

なる要件 

・推進企業を対象とする。 

・工場、店舗等の新増設着手前3年以内に取得した用地であること。 

補助事業等の対象と

なる経費 

売買契約額（直接営業に使用する面積及び福利施設に使用する面積に係る部

分に限る。） 

補助金等の率 売買契約額（直接営業に使用する面積及び福利施設に使用する面積に係る部

分に限る。）の3％以内 

補助金等の金額 上限1,500,000円 

その他の事項 1 適用期間は操業開始した年度 

2 その他この別表及び別に定める事項4以外のことについては、養父市企業

等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の用

地取得助成金」に関する事項を準用することとする。 

3 この補助事業等の前にすでに養父市企業等振興奨励に関する条例及び関

連規則等で定められた「工場、店舗等の用地取得助成金」の適用を受けた

事業は対象外とする。 

4 この補助事業等の決定額に養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連

規則等で定められた「工場、店舗等の用地取得助成金」の決定額を加えた

額をこの補助金等の金額の上限とする。 

 

〇工場、店舗等の用地取得助成金(書類関係)※別に定める事項4 

関係条項 内容 

第4条（交付申請） （添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店

舗等の用地取得助成金」の申請に準ずる関連書類 

第8条（変更、中止又

は廃止） 

（添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店

舗等の用地取得助成金」の変更申請に準ずる関連書類 

（指定期日） 

変更が生じた日から10日以内 

第9条（交付決定額の

変更） 

（添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店

舗等の用地取得助成金」の変更申請に準ずる関連書類 

（指定期日） 

変更が生じた日から10日以内 

第11条（実績報告） （添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店

舗等の用地取得助成金」の事業完了に準ずる関連書類 

（指定期日） 

事業完了後速やかに提出するものとする。 

第14条（請求） （添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店

舗等の用地取得助成金」の請求に準ずる関連書類 

 



(3)空き店舗等への出店等助成金（賃借料） 

 

補助事業等名称 空き店舗等への出店等助成金（賃借料）  

補助事業等の対象と

なる要件 

・推進企業を対象とする。 

・空き店舗等への出店等で、賃貸借契約の期間が3年以上のものであるこ

と。 

補助事業等の対象と

なる経費 

賃借料（敷金、礼金、保証金等を除く。） 

補助金等の率 賃借料（敷金、礼金、保証金等を除く。）の2／3以内 

補助金等の金額 店舗等の面積が200m2以上の場合は、1年につき上限1,200,000円とし、店舗

等の面積200m2未満の場合は、1年につき上限600,000円とする。 

その他の事項 1 適用期間は操業開始月から2年間とする。 

2 その他この別表及び別に定める事項5以外のことについては、養父市企業

等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出

店等助成金」のうち賃借料の助成に関する事項を準用することとする。 

3 この補助事業等の前にすでに養父市企業等振興奨励に関する条例及び関

連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」に基づく賃借料助

成の適用を受けた事業は対象外とする。 

4 この補助事業等の決定額に養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連

規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金（賃借料）」の決定額

を加えた額をこの補助金等の金額の上限とする。  

 

〇空き店舗等への出店等助成金（賃借料）(書類関係)※別に定める事項5 

関係条項 内容 

第4条（交付申請） （添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗

等への出店等助成金」（賃借料に関する助成）の申請に準ずる関連書類 

第8条（変更、中止又

は廃止） 

（添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗

等への出店等助成金」（賃借料に関する助成）の変更申請に準ずる関連書類 

（指定期日） 

変更が生じた日から10日以内 

第9条（交付決定額の

変更） 

（添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗

等への出店等助成金」（賃借料に関する助成）の変更申請に準ずる関連書類 

（指定期日） 

変更が生じた日から10日以内 

第11条（実績報告） （添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗

等への出店等助成金」（賃借料に関する助成）の事業完了に準ずる関連書類 

（指定期日） 

事業完了後速やかに提出するものとする。 

第14条（請求） （添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗

等への出店等助成金」（賃借料に関する助成）の請求に準ずる関連書類 



(4) 空き店舗等への出店等助成金（改修） 

 

補助事業等名称 空き店舗等への出店等助成金（改修）  

補助事業等の対象と

なる要件 

・推進企業を対象とする。 

・空き店舗等の改修に伴い、整備した事業費が500,000円以上のものである

こと。 

補助事業等の対象と

なる経費 

直接要した経費 

補助金等の率 直接要した経費の10％以内 

補助金等の金額 (1) 賃貸の場合 上限1,000,000円 

(2) 取得の場合 上限1,000,000円 

その他の事項 1 適用期間は操業開始した年度とする。 

2 その他、この別表及び別に定める事項6以外のことについては、養父市企

業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への

出店等助成金」のうち改修費の助成に関する事項を準用することとする。 

3 この補助事業等の前にすでに養父市企業等振興奨励に関する条例及び関

連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」に基づく改修費助

成の適用を受けた事業は対象外とする。 

4 この補助事業等の決定額に養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連

規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金（改修）」の決定額を

加えた額をこの補助金等の金額の上限とする。  

 

〇空き店舗等への出店等助成金（改修）(書類関係)※別に定める事項6 

関係条項 内容 

第4条（交付申請） （添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗

等への出店等助成金」（改修に関する助成）の申請に準ずる関連書類 

第8条（変更、中止又

は廃止） 

（添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗

等への出店等助成金」（改修に関する助成）の変更申請に準ずる関連書類 

（指定期日） 

変更が生じた日から10日以内 

第9条（交付決定額の

変更） 

（添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗

等への出店等助成金」（改修に関する助成）の変更申請に準ずる関連書類 

（指定期日） 

変更が生じた日から10日以内 

第11条（実績報告） （添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗

等への出店等助成金」（改修に関する助成）の事業完了に準ずる関連書類 

（指定期日） 

事業完了後速やかに提出するものとする。 

第14条（請求） （添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗

等への出店等助成金」（改修に関する助成）の請求に準ずる関連書類 



(5)見本市への出展奨励金 

 

補助事業等名称 見本市への出展奨励金  

補助事業等の対象と

なる要件 

・推進企業を対象とする。 

・市内で製造される製品又はサービスの販路拡張のため、市外で開催される

見本市に出展したもので事業費が50,000円以上のものであること。 

補助事業等の対象と

なる経費 

企業が負担する事業費 

補助金等の率 企業が負担する事業費の50％以内 

補助金等の金額 上限500,000円 

その他の事項 1 適用期間は見本市に出展した年度とする。 

2 その他この別表及び別に定める事項7以外のことについては、養父市企業

等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「見本市への出展奨

励金」に関する事項を準用することとする。 

3 この補助事業等の前にすでに養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連

規則等で定められた「見本市への出展奨励金」の適用を受けた事業は対象

外とする。 

4 この補助事業等の決定額に養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規

則等で定められた「見本市への出展奨励金」の決定額を加えた額をこの補

助金等の金額の上限とする。   

 

〇見本市への出展奨励金(書類関係)※別に定める事項7 

関係条項 内容 

第4条（交付申請） （添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「見本市へ

の出展奨励金」の申請に準ずる関連書類 

第8条（変更、中止又

は廃止） 

（添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「見本市へ

の出展奨励金」の変更申請に準ずる関連書類 

（指定期日） 

変更が生じた日から10日以内 

第9条（交付決定額の

変更） 

（添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「見本市へ

の出展奨励金」の変更申請に準ずる関連書類 

（指定期日） 

変更が生じた日から10日以内 

第11条（実績報告） （添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「見本市へ

の出展奨励金」の事業完了に準ずる関連書類 

（指定期日） 

事業完了後速やかに提出するものとする。 

第14条（請求） （添付書類） 

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「見本市へ

の出展奨励金」の請求に準ずる関連書類  

 



(6)採用活動支援助成金 

 

補助事業等名称 採用活動支援助成金  

補助事業等の対象と

なる要件 

・推進企業を対象とする。 

・主に新規学卒者や地方就職希望者(ＵＩＪターン等)等を対象にした正社員

の求人にかかる取組を対象とする。 

補助事業等の対象と

なる経費 

(1) 就職・転職情報サイト(主に新規学卒者や地方就職希望者を対象に企業

情報や採用情報の提供を目的として開設されたウェブサイトをいう。)で

の正社員求人情報の掲載料 

(2) 求人を周知させるためにかかる広報物の作成に係る費用 

(3) 合同企業説明会等の出展料 

補助金等の率 上記経費の50％以内（1,000円未満は切り捨て） 

補助金等の金額 上限1,000,000円 

その他の事項 １ 正社員とは、労働契約の期限の定めがない、所定労働時間がフルタイムか

つ直接雇用であるなど推進企業が正社員と位置付けている者をいう。 

２ 適用期間は実施年度とする。 

３ 市税の滞納がないこと。 

 

※採用活動支援助成金(書類関係) 

関係条項 内容 

第４条（交付申請） （添付書類） 

利用する経費((1)～(3))についての計画・費用等の詳細が分かる資料 

第８条（変更、中止

又は廃止） 

（添付書類） 

変更の内容が分かる書類 

（指定期日） 

変更が生じた日から10日以内 

第８条（変更、中止

又は廃止） 

（添付書類） 

変更の内容が分かる書類 

（指定期日） 

変更が生じた日から10日以内 

第11条（実績報告） （添付書類） 

・利用した経費での実施内容の詳細が分かる資料 

・経費の支払が確認できる書類(請求書、領収書等) 

（指定期日） 

事業完了後速やかに提出するものとする。 

第14条（請求） （添付書類） 

市税に係る滞納がないことの証明書 

 

 

 



(7)キャリアアップ助成金 

 

補助事業等名称 キャリアアップ助成金  

補助事業等の対象と

なる要件 

・推進企業を対象とする。 

・リスキリング等の能力開発といった労働者の資質向上のためのセミナー参

加又は推進企業によるセミナー開催  

補助事業等の対象と

なる経費 

セミナー等への参加費(受講料)  

セミナー等の開催費(講師謝金、交通費(講師関連)、会場使用料)  

補助金等の率 上記経費の50％以内の額(1,000円未満切り捨て) 

補助金等の金額 １回当たり100,000円を上限とする。 

その他の事項 １ 適用期間は実施年度とし、参加又は開催した回数のうち２回までを助成

の対象とする。 

２ 市税の滞納がないこと。 

 

※キャリアアップ助成金(書類関係)  

関係条項 内容 

第４条（交付申請） （添付書類） 

セミナー参加又は開催に係る資料等の内容・費用等の詳細が分かる資料 

第８条（変更、中止

又は廃止） 

（添付書類） 

変更の内容が分かる書類 

（指定期日） 

変更が生じた日から10日以内 

第９条（交付決定額

の変更） 

（添付書類） 

変更の内容が分かる書類 

（指定期日） 

変更が生じた日から10日以内 

第11条（実績報告） （添付書類） 

・実施した内容の詳細が分かる資料 

・経費の支払が確認できる書類(請求書、領収書等) 

（指定期日） 

事業完了後速やかに提出するものとする。 

第14条（請求） （添付書類） 

市税に係る滞納がないことの証明書 

 

 


